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大村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正概要（第１

１０号議案関係）

１ 改正の理由及び内容

(1) 個人番号の独自利用事務の追加（別表第１関係）

福祉医療費の支給に関する事務において個人番号を利用するため、本市が独自で

個人番号を利用する事務に「福祉医療費の支給に関する事務」を追加する。

※福祉医療費の支給に関する事務…子どもに係る福祉医療費分を想定

＜福祉医療費の支給に関する事務手続の流れ＞

【現在】

【改正後】

上記の事務手続に加えて、子どもに係る福祉医療費については、下記の事務手続が

可能となる。対象医療機関については、令和５年度及び令和６年度は市内２か所を想

定

①受給資格
認定申請
書（紙）
の提出

②受給者証（紙）
の交付

受給者

③受給者証（紙）
＋健康保険証の提示

受給者が提示する受給者証及び
健康保険証をもとに、保険者番
号、公費負担者番号等の情報を
レセプト用コンピュータへ手入
力する。

大村市
(福祉医療

システム)

医療機関

①受給資格
認定申請
書（紙）
の提出

受給者

③個人番号カードの提示

提供を受けた保険者番号、
公費負担者番号等の情報を
レセプト用コンピュータに
おいて自動取得できる。

大村市
(福祉医療

システム)

医療機関

④個人番号による
受給者証情報の照会

ＰＭＨ
※

⑤受給者証情報の提供

※ＰＭＨ…デジタル庁が開発する自治体・医療機関のデータを連携するシステム

②受給者証（紙）
の交付

（ 1 ）



(2) 所要の条文整理（第２条及び第４条関係）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正

に伴い、所要の条文整理を行う。

２ 施行期日

(1) 公布の日（１の(1)）

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日（１の(2)）

（ 2 ）



大
村
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る

条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)～

(4
)
略

(5
)
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

法
第
１
９
条
第
８
号
に
規
定
す
る
特
定
個

人
番
号
利
用
事
務
を
い
う
。

(6
)
利
用
特
定
個
人
情
報

法
第
１
９
条
第
８
号
に
規
定
す
る
利
用
特
定
個

人
情
報
を
い
う
。

（
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
）

第
４
条

法
第
９
条
第
２
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
１
の
左
欄
に

掲
げ
る
機
関
が
行
う
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
事
務
、
別
表
第
２
の
左
欄
に
掲

げ
る
機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
務
及
び
市
長
又
は
教
育
委
員
会

が
行
う
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
と
す
る
。

２
略

３
市
長
又
は
教
育
委
員
会
は
、
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
た
め

に
必
要
な
限
度
で
、
利
用
特
定
個

人
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て

他
の
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
か
ら
当

該
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

４
略

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)～

(4
)
略

（
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
）

第
４
条

法
第
９
条
第
２
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
１
の
左
欄
に

掲
げ
る
機
関
が
行
う
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
事
務
、
別
表
第
２
の
左
欄
に
掲

げ
る
機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
務
及
び
市
長
又
は
教
育
委
員
会

が
行
う
法
別
表
第
２
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

２
略

３
市
長
又
は
教
育
委
員
会
は
、
法
別
表
第
２
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
処

理
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、

同
表
の
第
４
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報

で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

法
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
他
の

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
か
ら

当
該
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

４
略

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）

機
関

事
務

１
市
長

略

機
関

事
務

１
市
長

略

（ 3 ）



改
正
後

改
正
前

２
市
長

大
村
市
福
祉
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

４
８
年
大
村
市
条
例
第
３
号
）
に
よ
る
福
祉
医
療
費

の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も

の

３
教
育
委
員
会

略
２

教
育
委
員
会

略

（ 4 ）



１　給与改定内容　

　  国家公務員等の例により、次のとおり給与改定を行う。

（1）月例給

　　 若年層に重点を置いて給料表の改定（平均1.37％の増）を行う。

（2）期末勤勉手当

   　支給月数を次のとおり改定する。

２　実施時期　

（1）月例給

（2）期末勤勉手当

一般職の職員の給与に関する条例及び市長及び副市長の給与に関する条例

の改正概要（第１１１号議案関係）

6月期 12月期 合計

期末 1.20月（支給済み） 1.25月（現行1.20月）

勤勉 1.00月（支給済み） 1.05月（現行1.00月）

期末 1.225月 1.225月

勤勉 1.025月 1.025月

R5 期末 1.65月（支給済み） 1.75月（現行1.65月） 3.40月（現行3.30月）

R6
以降

期末 1.70月 1.70月 3.40月

期末 0.675月（支給済み） 0.70月（現行0.675月）

勤勉 0.475月（支給済み） 0.50月（現行0.475月）

期末 0.6875月 0.6875月

勤勉 0.4875月 0.4875月

令和５年４月１日

令和５年１２月期

一
般
職

R5 4.50月（現行4.40月）

R6
以降

4.50月

特
別
職

再
任
用

R5 2.35月（現行2.30月）

R6
以降

2.35月

（ 5 ）



一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
１
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
期
末
手
当
）

第
２
０
条

略

２
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に

、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
１
２
０
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
２
５

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職

員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は

、
同

項
中

「
１

０
０

分
の

１
２

０
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
６

７
．

５
」

と
、

「
１

０
０

分
の

１
２

５
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
７

０
」
と
す
る
。

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

第
２
１
条

略

２
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

、
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る

基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
当
該
職
員
に
所
属
す
る
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当

該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現

在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手

当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た

額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
１
０
０
、
１
２
月
に
支

（
期
末
手
当
）

第
２
０
条

略

２
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額

に
１
０
０
分
の
１
２
０
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職

期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対

す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
０
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
６

７
．
５
」
と
す
る
。

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

第
２
１
条

略

２
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額

に
、
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る

基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
当
該
職
員
に
所
属
す
る
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当

該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現

在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手

当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た

額
に
１
０
０
分
の
１
０
０
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

（ 6 ）



改
正
後

改
正
前

給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
０
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

(2
)
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給

す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
４
７
．

５
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
５
０
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額

３
～
５

略

(2
)
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
４
７
．
５
を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
～
５

略

（ 7 ）



一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
２
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
期
末
手
当
）

第
２
０
条

略

２
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に

１
０
０
分
の
１
２
２
．
５
を
乗

じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の

在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
２
．
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分

の
６
８
．
７
５
」
と
す
る
。

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

第
２
１
条

略

２
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

、
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る

基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
当
該
職
員
に
所
属
す
る
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当

該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現

在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手

当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た

額
に
１
０
０
分
の
１
０
２
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

（
期
末
手
当
）

第
２
０
条

略

２
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額

に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
１
２
０
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
２
５

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職

員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対

す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は

、
同

項
中

「
１

０
０

分
の

１
２

０
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
６

７
．

５
」

と
、

「
１

０
０

分
の

１
２

５
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
７

０
」
と
す
る
。

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

第
２
１
条

略

２
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額

に
、
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る

基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
当
該
職
員
に
所
属
す
る
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当

該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現

在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手

当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た

額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
１
０
０
、
１
２
月
に
支

（ 8 ）



改
正
後

改
正
前

(2
)
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
４
８
．
７
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
～
５

略

給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
０
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

(2
)
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給

す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
４
７
．

５
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
５
０
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額

３
～
５

略

（ 9 ）



市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
３
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

第
４
条
の
２

市
長
等
の
期
末

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る

職
員

（
以

下
「

一
般

職
の

職
員

」
と

い
う

。
）

の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、
同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
０
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
１
６
５
」
と
、
「
１
０
０

分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
１
７
５
」
と
し
、
同
条
第
４
項

の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
に
１
０
０
分
の
１
１
５
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
４
条
の
２

市
長
等
の
期
末

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る

職
員

（
以

下
「

一
般

職
の

職
員

」
と

い
う

。
）

の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、
同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
０
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
１
６
５
」
と
し
、
同
条

第
４
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
に
１
０
０
分
の
１
１

５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（ 10 ）



市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
４
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

第
４
条
の
２

市
長
等
の
期
末

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る

職
員

（
以

下
「

一
般

職
の

職
員

」
と

い
う

。
）

の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、
同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
２
．
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
１
７
０
」
と
し
、

同
条
第
４
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
に
１
０
０
分
の

１
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
４
条
の
２

市
長
等
の
期
末

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る

職
員

（
以

下
「

一
般

職
の

職
員

」
と

い
う

。
）

の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、
同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
０
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
１
６
５
」
と
、
「
１
０
０

分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
１
７
５
」
と
し
、
同
条
第
４
項

の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
に
１
０
０
分
の
１
１
５
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（ 11 ）



大村市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正概要（第１１２

号議案関係）

１ 改正の理由及び内容

国の非常勤職員との均衡を踏まえ、以下のとおり会計年度任用職員に勤勉手当を支

給することとする。

（改正前）

（改正後）

※ 基準日（6/1 及び 12/1）に在職する会計年度任用職員で、任期の定めが６月以上

のものが対象

２ 施行期日

令和６年４月１日

区分 取扱い

フ ル タ イ ム

会計年度任用

職員

期末手当 職員の例により支給（職員と同じ支給月数）

勤勉手当 支給なし

パートタイム

会計年度任用

職員

期末手当 職員の例により支給（職員と同じ支給月数）

勤勉手当 支給なし

区分 取扱い

フ ル タ イ ム

会計年度任用

職員

期末手当 職員の例により支給（職員と同じ支給月数）

勤勉手当 職員の例により支給（職員と同じ支給月数）

パートタイム

会計年度任用

職員

期末手当 職員の例により支給（職員と同じ支給月数）

勤勉手当 職員の例により支給（職員と同じ支給月数）

（ 12 ）



大
村
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
給
与
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て

「
給
与
」
と
は
、
法
第
２
２
条
の
２
第
１
項
第

２
号

に
掲

げ
る

職
員

（
以

下
「

フ
ル

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
」

と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
給
料
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時

間
外
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末

手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
い
い
、
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
パ
ー

ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
報
酬
、
期
末
手

当
及
び
勤
勉
手
当
を
い
う
。

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

第
１
５
条

６
月
１
日
及
び
１

２
月
１
日
（
次
条
、
第
２
４
条
及
び
第
２
４
条

の
２
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職

す
る
任
期
の
定
め
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、

給
与
条
例
第
２
０
条
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
例
に

よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。

２
・
３

略

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

第
１
５
条
の
２

基
準
日
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す

る
任
期
の
定
め
が
６
月
以
上
の

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
給
与
条
例
第
２
１
条
の
規
定
に
よ

り
勤
勉
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。

２
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
は
、
フ

ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

の
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

第
２
４
条

基
準
日
に
そ
れ
ぞ

れ
在
職
す
る
任
期
の
定
め
が
６
月
以
上
の
パ
ー

ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
著
し
く
少

な
い
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

（
給
与
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て

「
給
与
」
と
は
、
法
第
２
２
条
の
２
第
１
項
第

２
号

に
掲

げ
る

職
員

（
以

下
「

フ
ル

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
」

と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
給
料
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時

間
外
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
期

末
手
当
を
い
い
、
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年

度
任

用
職

員
」

と
い

う
。

）
に

あ
っ

て
は

報
酬

及
び

期
末

手
当

を
い

う
。

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

第
１
５
条

６
月
１
日
及
び
１

２
月
１
日
（
第
２
４
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日

を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
任
期
の
定
め
が
６
月
以

上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
給
与
条
例
第
２
０
条
の
規
定

に
よ
り
期
末
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す

る
。

２
・
３

略

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

第
２
４
条

基
準
日
に
そ
れ
ぞ

れ
在
職
す
る
任
期
の
定
め
が
６
月
以
上
の
パ
ー

ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
著
し
く
少

な
い

者
と

し
て

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同
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改
正
後

改
正
前

い
て
同
じ
。
）
に
は
、
給
与
条
例
第
２
０
条
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
支

給
さ
れ
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
４
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
職

員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地

域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
（
退

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）

以
前
６
月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

に
お
け
る
基
本
報
酬
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
す
る
。

２
・
３

略

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

第
２
４
条
の
２

基
準
日
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す

る
任
期
の
定
め
が
６
月
以
上
の

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
給
与
条
例
第
２
１
条
の
規
定
に

よ
り

勤
勉

手
当

を
支

給
さ

れ
る

職
員

の
例

に
よ

り
、

勤
勉

手
当

を
支

給
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
３
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在

に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当

の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
（
退
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
以
前
６

月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
お
け

る
基
本
報
酬
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
す
る
。

２
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
は
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
任
命
権
者
が
特
に
必
要
と
認
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
）

第
２
７
条

第
２
条
か
ら
第
２

４
条
の
２
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
務

の
特
殊
性
等
を
考
慮
し
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
が
適
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
及
び

そ
の

職
務

の
特

殊
性

等
を

考
慮

し
、

任
命

権
者

が
別

に
定

め
る

も
の

と
す

る
。

じ
。
）
に
は
、
給
与
条
例
第
２
０
条
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
支
給
さ
れ

る
職
員
の
例
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
４
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職

員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
職
員
が
受

け
る
べ
き
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当

の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
（
退
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
以
前
６

月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
お
け

る
基
本
報
酬
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
す
る
。

２
・
３

略

（
任
命
権
者
が
特
に
必
要
と
認
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
）

第
２
７
条

第
２
条
か
ら
第
２

４
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
務
の
特

殊
性
等
を
考
慮
し
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
が
適
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
及
び
そ
の

職
務
の
特
殊
性
等
を
考
慮
し
、
任
命
権
者
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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大村市税条例及び大村市税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例の

改正概要（第１１３号議案関係）

１ 改正の理由

令和６年度から金融機関の窓口において督促手数料の確認事務が全て廃止さ

れることを踏まえ、本市が直接当該事務を行う場合の事務負担や経費の増加（※）

を勘案し、督促手数料を廃止するため、以下のとおり改正するものである。

※督促手数料の納付書の作成に係る事務及び納付書の送付に要する費用

２ 改正の内容

以下の条例について、督促手数料に関する規定を削除する。

(1) 大村市税条例（第１条関係）

(2) 大村市税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例（第２条関係）

(3) 大村市道路占用料等徴収条例（附則第３項関係）

(4) 大村市公共下水道事業受益者負担に関する条例（附則第４項関係）

(5) 大村市農業集落排水事業分担金徴収条例（附則第５項関係）

(6) 大村市後期高齢者医療に関する条例（附則第６項関係）

(7) 新大村駅周辺土地区画整理事業の施行に関する条例（附則第７項関係）

３ 施行期日

令和６年４月１日
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大
村
市
税
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
１
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
用
語
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
徴
収
金

市
税
並
び
に
そ
の
延
滞
金
、
過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告
加

算
金
、
重
加
算
金
及
び
滞
納
処
分
費
を
い
う
。

(3
)・

(4
)
略

第
１
４
条

削
除

（
用
語
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)
略

(2
)
徴
収
金

市
税
並
び
に
そ
の
督
促
手
数
料
、
延
滞
金
、
過
少
申
告
加
算

金
、
不
申
告
加
算
金
、
重
加
算
金
及
び
滞
納
処
分
費
を
い
う
。

(3
)・

(4
)
略

（
督
促
手
数
料
）

第
１
４
条

徴
税
吏
員
は
、
督
促
状
を
発
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
督
促
状
１

通
に
つ
い
て
、
１
０
０
円
の
督
促

手
数
料
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ

を
徴
収
し
な
い
。
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大
村
市
税
外
収
入
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
２
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

大
村
市
税
外
収
入
の
督
促
及
び
延
滞
金
に
関
す
る
条
例

（
督
促
状
）

第
１
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
３
１
条
の
３
第

１
項
に
規
定
す
る
本
市
の
収
入
（
以
下
「
収
入
金
」
と
い
う
。）

を
納
期
限
（
当

該
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。

以
下
同
じ
。）

ま
で
に
完
納
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
納
期
限
後
２
０
日
以

内
に
督
促
状
を
発
す
る
。

２
略

（
延
滞
金
）

第
２
条

略

附
則

１
～
３

略

（
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
）

４
当
分
の
間
、
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
１
４
．
６
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
及
び
年
７
．
３
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
各
年
の
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
（
平
均
貸
付
割
合
（
租
税
特
別
措
置

法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号

）
第
９
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸

付
割
合
を
い
う
。
)に

年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。

大
村
市
税
外
収
入
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
関
す
る
条
例

（
督
促
状
）

第
１
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
３
１
条
の
３
第

１
項
に
規
定
す
る
本
市
の
収
入
（
以
下
「
収
入
金
」
と
い
う
。）

を
納
期
限
（
当

該
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。

以
下
本
項
及
び
第
３
条
に
お
い
て
同
じ
。）

ま
で
に
完
納
し
な
い
者
が
あ
る
と

き
は
、
納
期
限
後
２
０
日
以
内
に
督
促
状
を
発
す
る
。

２
略

（
督
促
手
数
料
）

第
２
条

督
促
状
を
発
し
た
と
き
は
、
１
通
に
つ
き
１
０
０
円
の
督
促
手
数
料

を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を

得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お

い
て
は
、
こ
れ
を
徴
収
し
な
い
。

（
延
滞
金
）

第
３
条

略

附
則

１
～
３

略

（
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
）

４
当
分
の
間
、
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
１
４
．
６
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
及
び
年
７
．
３
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
各
年
の
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
（
平
均
貸
付
割
合
（
租
税
特
別
措
置

法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号

）
第
９
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸

付
割
合
を
い
う
。
)に

年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
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改
正
後

改
正
前

以
下
同
じ
。
)が

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
年
中
に
お
い
て
は
、
年
１
４
．

６
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
そ
の

年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割

合
に
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加

算
し
た
割
合
と
し
、
年
７
．
３
パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
延
滞

金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
当
該
加

算
し
た
割
合
が
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
７
．

３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
)
が
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
年
中
に
お
い
て
は
、
年
１
４
．

６
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
そ
の

年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割

合
に
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加

算
し
た
割
合
と
し
、
年
７
．
３
パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
延
滞

金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
当
該
加

算
し
た
割
合
が
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
７
．

３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。

（ 18 ）



大
村
市
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
附
則
第
３
項
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
)第

３
９
条
第
２
項
及
び
第
７
３
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本

市
が
管
理
す
る
道
路
（
以
下
「
道
路
」
と
い
う
。）

の
占
用
に
つ
き
徴
収
す
る

占
用
料
の
額
及
び
そ
の
徴
収
方
法

並
び
に
こ
れ
に
係
る
延
滞
金
の
徴
収
に
関

し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
占
用
料
）

第
２
条

略

２
略

３
占
用
料
の
徴
収
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)・

(2
)
略

(3
)
前
２
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
占
用
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
大
村

市
税
外
収
入
の
督
促
及
び
延
滞
金
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
７
年
大
村
市

条
例
第
２
２
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

例
第
２
条
第
１
項
及
び
附
則
第
４
項
中
「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ

る
の
は
「
年
１
４
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と

あ
る
の
は
「
年
７
．
２
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
)第

３
９
条
第
２
項
及
び
第
７
３
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本

市
が
管
理
す
る
道
路
（
以
下
「
道
路
」
と
い
う
。）

の
占
用
に
つ
き
徴
収
す
る

占
用
料
の
額
及
び
そ
の
徴
収
方
法

並
び
に
こ
れ
に
係
る
督
促
手
数
料
及
び
延

滞
金
の
徴
収
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
占
用
料
）

第
２
条

略

２
略

３
占
用
料
の
徴
収
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)・

(2
)
略

(3
)
前
２
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
占
用
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
大
村

市
税
外
収
入
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
７
年
大

村
市
条
例
第
２
２
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
例
第
３
条
及
び
附
則
第
４
項
中
「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る

の
は
「
年
１
４
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ

る
の
は
「
年
７
．
２
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（ 19 ）



大
村
市
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
附
則
第
４
項
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
延
滞
金
）

第
１
０
条

負
担
金
の
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
大
村
市
税
外
収
入
の
督
促
及
び

延
滞
金
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２

７
年
大
村
市
条
例
第
２
２
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
例
第
２
条
第
１
項
中
「
年
１

４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
１
４
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、「

年

７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
７
．
２
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、
同
条

第
３
項
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
上
下
水
道
事
業
管
理
者
」
と
、
同
条
例
附

則
第
４
項
中
「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
１
４
．
５
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
７
．
２
５
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
）

第
１
０
条

負
担
金
の
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
大
村
市
税
外

収
入
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
２
７
年
大
村
市
条
例

第
２
２
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
例
第
３

条
第
１
項
中
「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
１
４
．
５
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
７
．
２
５
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
、
同
条
第
３
項
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
上
下
水
道
事
業
管
理

者
」
と
、
同
条
例
附
則
第
４
項
中
「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は

「
年
１
４
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は

「
年
７
．
２
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（ 20 ）



大
村
市
農
業
集
落
排
水
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
附
則
第
５
項
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
延
滞
金
）

第
１
０
条

分
担
金
の
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
大
村
市
税
外
収
入
の
督
促
及
び

延
滞
金
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２

７
年
大
村
市
条
例
第
２
２
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
例
第
２
条
第
１
項
中
「
年
１

４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
１
４
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、「

年

７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
７
．
２
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、
同
条

第
３
項
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
上
下
水
道
事
業
管
理
者
」
と
、
同
条
例
附

則
第
４
項
中
「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
１
４
．
５
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
７
．
２
５
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
）

第
１
０
条

分
担
金
の
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
大
村
市
税
外

収
入
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
２
７
年
大
村
市
条
例

第
２
２
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
例
第
３

条
第
１
項
中
「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
１
４
．
５
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
７
．
２
５
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
、
同
条
第
３
項
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
上
下
水
道
事
業
管
理

者
」
と
、
同
条
例
附
則
第
４
項
中
「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は

「
年
１
４
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は

「
年
７
．
２
５
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（ 21 ）



大
村
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
附
則
第
６
項
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
延
滞
金
）

第
５
条

保
険
料
の
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
大
村
市
税
外
収
入
の
督
促
及
び
延

滞
金
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
７

年
大
村
市
条
例
第
２
２
号
）
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
）

第
５
条

保
険
料
の
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
大
村
市
税
外
収

入
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
２
７
年
大
村
市
条
例
第

２
２
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（ 22 ）



新
大
村
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
附
則
第
７
項
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
延
滞
金
）

第
３
０
条

施
行
者
は
、
法
第
１
１
０
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
督
促
を
し
た

場
合
は
、
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。

２
清
算
金
の
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
大
村
市
税
外
収
入
の
督
促
及
び
延
滞
金

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
７
年
大
村
市
条
例
第
２
２
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
例
第
２
条
第
１
項
及
び
附
則
第
４
項

中
「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
１
０
．
７
５
パ
ー
セ
ン
ト
」

と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
５
．
３
７
パ
ー
セ
ン
ト
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
）

第
３
０
条

施
行
者
は
、
法
第
１
１
０
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
督
促
を
し
た

場
合
は
、
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。

２
清
算
金
の
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
大
村
市
税
外
収
入
督

促
手
数
料
及
び
延
滞
金
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
７
年
大
村
市
条
例
第
２
２

号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
例
第
２
条
中
「
１

０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
８
４
円
」
と
、
同
条
例
第
３
条
及
び
附
則
第
４
項
中

「
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
１
０
．
７
５
パ
ー
セ
ン
ト
」

と
、「

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
年
５
．
３
７
パ
ー
セ
ン
ト
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（ 23 ）



大村市印鑑登録及び証明に関する条例の改正概要（第１１４号議案関係）

１ 改正の理由及び内容

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正

により、移動端末設備（以下「スマートフォン」という。）に個人番号カードの電子証

明書と同等のものを記録することが可能となったことから、多機能端末機による印鑑

登録証明書の交付申請について、現行の個人番号カードを使用して行う方法に加え、

スマートフォンを使用して行う方法を追加する。

２ 施行期日

公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日

改正前 改正後

コンビニエンスストアなどに設置され

ている多機能端末機のカード置場に個人

番号カードを置き、当該多機能端末機に暗

証番号その他必要な事項を入力すること

により、印鑑登録証明書の交付を申請す

る。

コンビニエンスストアなどに設置され

ている多機能端末機のカード置場に個人

番号カード又はスマートフォンを置き、当

該多機能端末機に暗証番号その他必要な

事項を入力することにより、印鑑登録証明

書の交付を申請する。

（ 24 ）



大
村
市
印
鑑
登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

第
１
４
条
の
２

前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
登
録
者
は
、
自
ら
多
機
能
端

末
機
（
本
市
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回

線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
機
で
あ

っ
て
、
証
明
書
等
を
自
動
的
に
交
付
す
る
機

能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）

に
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
で
電
子
署
名
等
に
係

る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
４
年
法
律
第
１
５
３
号
）
第

２
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー

ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明

書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
移
動
端
末

設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭

和
５
９
年
法
律
第
８
６
号
）
第
１
２
条
の
２

第
４
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る

移
動
端
末
設
備
を
い
う
。
）
で
電
子
署
名
等

に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第

３
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す

る
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の

を
使
用
し
て
、
暗
証
番
号
（
電
子
署
名
等
に

係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス

テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
１
５
年
総
務
省
令

第
１
２
０
号
）
第
４
２
条
第
２
項
又
は
第
５

９
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
設
定
さ
れ
た
暗
証
番
号
を
い
う
。
）
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ

と
に
よ
り
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
申

請
し
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

第
１
４
条
の
２

前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
登
録
者
は
、
自
ら
多
機
能
端

末
機
（
本
市
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信

回
線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
機
で
あ

っ
て
、
証
明
書
等
を
自
動
的
に
交
付
す
る

機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）

に
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
使
用
し
て
暗
証

番
号
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業

務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
１
５
年
総
務
省
令
第
１
２
０
号
）
第
４

２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
設
定

さ
れ
た
暗
証
番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ

り
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し

、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
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大村市国民健康保険条例の改正概要（第１１５号議案関係）

１ 改正の理由及び内容

地方税法の改正に伴い、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者（以下「出

産被保険者」という。）に係る産前産後期間の国民健康保険税（以下「保険税」という。）

について減額措置を設ける。

※産前産後期間…出産の予定日（出産した場合には、出産の日）の属する月（以下「出産予定月」

という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間をいう。

＜減額措置の対象となる保険税＞

①出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額及び被保険者均等割額

②出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額及び被保険者均等割額

③出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額及び被保険者均等割額

＜減額措置の対象となる期間＞

【単胎の場合】

△

出産予定月

【多胎の場合】

△

出産予定月

※令和５年度においては、産前産後期間が令和６年１月以降の月を含む出産被保険者について、令

和６年１月以降の月の保険税を減額措置の対象とする。

２ 施行期日

令和６年１月１日

保険税

減額

保険税

減額

保険税

減額

保険税

減額

保険税

減額

保険税

減額

保険税

減額

保険税

減額

保険税

減額

保険税

減額

a月 a+1月 a+2月 a+3月a-1月a-2月a-3月

a-3月 a-2月 a-1月 a月 a+1月 a+2月 a+3月

（ 26 ）



大
村
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
保
険
税
の
減
額
）

第
２
５
条

略

２
略

３
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
地
方
税
法
施
行
令
第
５
６
条
の
８
９
第

４
項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が

属
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税

義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
額
及
び

被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に

規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
は
、
当
該
所
得
割

額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第

１
２
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
割

額
の
１
２
分
の
１
の
額
に
、
当

該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
地

方
税
法
施
行
規
則
第
２
４
条
の

３
０
の
５
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

出
産
の
日
。
第
２
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属

す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
（
多

胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

３
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま

で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(2
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均

等
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
３
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１

項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
の
１
２

分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被

保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年

度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(3
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

（
保
険
税
の
減
額
）

第
２
５
条

略

２
略
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改
正
後

改
正
前

額
の
所
得
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
３
条
の
２
の
規
定
に

よ
り
算
定
し
た
所
得
割
額
の
１

２
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者

の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(4
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
３
条
の
３

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
被
保

険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金

額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険

者
均
等
割
額
）
の
１
２
分
の
１

の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産

後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(5
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
介
護
納
付
金
課
税
額
の
所
得

割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
３
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
所
得
割
額
の
１
２
分
の
１

の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産

後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(6
)
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
介
護
納
付
金
課
税
額
の
被
保

険
者
均
等
割
額

当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
３
条
の
５
の
規
定
に

よ
り
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等

割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割

額
）
の
１
２
分
の
１
の
額
に
、

当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の

う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
出
産
被
保
険
者
に
係
る
届
出
）

第
２
６
条
の
３

保
険
税
の
納
税
義
務
者
は
、
出
産
被
保
険
者
が
世
帯
に
属
す

る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
２
５
年
法
律
第
２
７

号
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
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改
正
後

改
正
前

(2
)
出
産
被
保
険
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号

(3
)
出
産
の
予
定
日

(4
)
単
胎
妊
娠
又
は
多
胎
妊
娠
の
別

(5
)
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)
出
産
の
予
定
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

(2
)
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

(3
)
出
産
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
出
産

し
た
被
保
険
者
と
当
該
出
産
に
係
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
の
６

月
前
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
が
、
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
い

て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び

第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
お
い
て
明

ら
か
に
す
べ
き
事
項
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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大
村
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）

第
１
５
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心

身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
1)
略

(2
)
認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
認

定
を
受
け
た
施
設
及
び
同
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）

次
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項

(
3)
・
(4
)
略

２
略

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）

第
３
６
条

略

２
略

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給

付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章

（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定

こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
教
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
利
用
の
申
込
み
に
係

る
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は

「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）

第
１
５
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心

身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
1)
略

(2
)
認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
認

定
を
受
け
た
施
設
及
び
同
条
第
１
１
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）

次
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項

(
3)
・
(4
)
略

２
略

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）

第
３
６
条

略

２
略

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給

付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章

（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１

９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申

込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
、

「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認

定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
に
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改
正
後

改
正
前

ど
も
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」

と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
、
第
１
３
条
第
２

項
中
「
法
第
２
７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
２

８
条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費

用
の
額
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ
(
ｱ
)
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を

受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
号
イ
(
ｲ
)
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を

受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
、
第
１
３
条
第
２
項
中
「
法
第
２

７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
２
８
条
第
２
項
第

３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、

同
条
第
４
項
第
３
号
イ
(
ｱ
)
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る

の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
含

む
。
）
」
と
、
同
号
イ
(
ｲ
)
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る

の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
除

く
。
）
」
と
す
る
。

（ 31 ）



大
村
市
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

別
表
（
第
２
条
関
係
）

別
表
（
第
２
条
関
係
）

占
用
物
件

単
位

占
用
料
（
円
）

法
第
３
２

条
第
１
項

第
１
号
に

掲
げ
る
工

作
物
あ
い

う

第
１
種
電
柱

１
本
に
つ
き
１

年
５
７
０

第
２
種
電
柱

８
７
０

第
３
種
電
柱

１
，
２
０
０

第
１
種
電
話
柱

５
１
０

第
２
種
電
話
柱

８
１
０

第
３
種
電
話
柱

１
，
１
０
０

そ
の
他
の
柱
類

５
１

共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る

線
類

長
さ
１
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
１
年

５

地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線

類
３

路
上
に
設
け
る
変
圧
器

１
個
に
つ
き
１

年
４
９
０

地
下
に
設
け
る
変
圧
器

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

３
０
０

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も

の
及
び
公
衆
電
話
所

１
個
に
つ
き
１

年
１
，
０
０
０

郵
便
差
出
箱
及
び
信
書
便
差
出
箱

４
２
０

広
告
塔

表
示
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

１
，
８
０
０

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

１
，
０
０
０

法
第
３
２

条
第
１
項
外
径
が
０
．
０
７
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

長
さ
１
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
１
年

２
１

占
用
物
件

単
位

占
用
料
（
円
）

法
第
３
２

条
第
１
項

第
１
号
に

掲
げ
る
工

作
物
あ
い

う

第
１
種
電
柱

１
本
に
つ
き
１

年
５
１
０

第
２
種
電
柱

７
９
０

第
３
種
電
柱

１
，
１
０
０

第
１
種
電
話
柱

４
６
０

第
２
種
電
話
柱

７
３
０

第
３
種
電
話
柱

１
，
０
０
０

そ
の
他
の
柱
類

４
６

共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る

線
類

長
さ
１
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
１
年

５

地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線

類
３

路
上
に
設
け
る
変
圧
器

１
個
に
つ
き
１

年
４
５
０

地
下
に
設
け
る
変
圧
器

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

２
７
０

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も

の
及
び
公
衆
電
話
所

１
個
に
つ
き
１

年
９
１
０

郵
便
差
出
箱
及
び
信
書
便
差
出
箱

３
８
０

広
告
塔

表
示
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

１
，
９
０
０

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

９
１
０

法
第
３
２

条
第
１
項
外
径
が
０
．
０
７
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

長
さ
１
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
１
年

１
９
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改
正
後

改
正
前

第
２
号
に

掲
げ
る
物

件

外
径
が
０
．
０
７
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
１
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

３
０

外
径
が
０
．
１
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
１
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

４
５

外
径
が
０
．
１
５
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
２
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

６
１

外
径
が
０
．
２
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
３
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

９
１

外
径
が
０
．
３
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
４
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
２
０

外
径
が
０
．
４
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
７
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

２
１
０

外
径
が
０
．
７
メ
ー
ト
ル
以
上
１

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

３
０
０

外
径
が
１
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

６
１
０

法
第
３
２

条
第
１
項

第
３
号
に

掲
げ
る
施

設

自
動
運

行
補
助

施
設
あ

い
う

法
第
２
条
第

２
項
第
５
号

に
規
定
す
る

自
動
運
行
装

置
に
よ
る
検

知
の
対
象
と

し
て
設
置
す

る
導
線
そ
の

他
の
線
類

地
下
に
設

け
る
も
の
長
さ
１
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
１
年

３

そ
の
他
の

も
の

１
０

道
路
の
構
造
又
は
交
通

の
状
況
を
表
示
す
る
標

示
柱
そ
の
他
の
柱
類

１
本
に
つ
き
１

年
８
１
０

そ
の
他
の
も

の
上
空
に
設

け
る
も
の
占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年
あ

５
１
０

地
下
に
設

け
る
も
の

３
０
０

そ
の
他
の
も
の

１
，
０
０
０

第
２
号
に

掲
げ
る
物

件

外
径
が
０
．
０
７
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
１
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

２
７

外
径
が
０
．
１
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
１
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

４
１

外
径
が
０
．
１
５
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
２
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

５
５

外
径
が
０
．
２
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
３
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

８
２

外
径
が
０
．
３
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
４
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
１
０

外
径
が
０
．
４
メ
ー
ト
ル
以
上

０
．
７
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
９
０

外
径
が
０
．
７
メ
ー
ト
ル
以
上
１

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

２
７
０

外
径
が
１
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

５
５
０
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改
正
後

改
正
前

法
第
３
２
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
施
設
占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

１
，
０
０
０

法
第
３
２

条
第
１
項

第
５
号
に

掲
げ
る
施

設

地
下
街
及
び
地

下
室
あ

階
数
が
１
の
も

の
Ａ
に
０
．
０
０
４

を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
２
の
も

の
Ａ
に
０
．
０
０
６

を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
３
以
上

の
も
の

Ａ
に
０
．
０
０
７

を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
通
路

９
０
０

地
下
に
設
け
る
通
路

５
４
０

そ
の
他
の
も
の

１
，
０
０
０

法
第
３
２

条
第
１
項

第
６
号
に

掲
げ
る
施

設

祭
礼
、
縁
日
そ
の
他
の
催
し
に
際

し
、
一
時
的
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
日

１
８

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月

１
８
０

道
路
法
施

行
令
（
昭

和
２
７
年

政
令
第
４

７
９
号
。

以
下

「
令
」
と

い
う
。
）

第
７
条
第

１
号
に
掲

げ
る
物
件

あ

看
板
（
ア
ー
チ

で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
時
的
に
設
け

る
も
の
あ
あ

表
示
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月

１
８
０

そ
の
他
の
も
の
表
示
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

１
，
８
０
０

標
識

１
本
に
つ
き
１

年
８
１
０

旗
ざ
お

祭
礼
、
縁
日
そ

の
他
の
催
し
に

際
し
、
一
時
的

に
設
け
る
も
の

１
本
に
つ
き
１

日
１
８

そ
の
他
の
も
の
１
本
に
つ
き
１

月
１
８
０

法
第
３
２
条
第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に

掲
げ
る
施
設

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

９
１
０

法
第
３
２

条
第
１
項

第
５
号
に

掲
げ
る
施

設

地
下
街
及
び
地

下
室
あ

階
数
が
１
の
も

の
Ａ
に
０
．
０
０
５

を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
２
の
も

の
Ａ
に
０
．
０
０
８

を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
３
以
上

の
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
を

乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
通
路

９
３
０

地
下
に
設
け
る
通
路

５
６
０

そ
の
他
の
も
の

９
１
０

法
第
３
２

条
第
１
項

第
６
号
に

掲
げ
る
施

設

祭
礼
、
縁
日
そ
の
他
の
催
し
に
際

し
、
一
時
的
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
日

１
９

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月

１
９
０

道
路
法
施

行
令
（
昭

和
２
７
年

政
令
第
４

７
９
号
。

以
下

「
令
」
と

い
う
。
）

第
７
条
第

１
号
に
掲

げ
る
物
件

あ

看
板
（
ア
ー
チ

で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
時
的
に
設
け

る
も
の
あ
あ

表
示
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月

１
９
０

そ
の
他
の
も
の
表
示
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

１
，
９
０
０

標
識

１
本
に
つ
き
１

年
７
３
０

旗
ざ
お

祭
礼
、
縁
日
そ

の
他
の
催
し
に

際
し
、
一
時
的

に
設
け
る
も
の

１
本
に
つ
き
１

日
１
９

そ
の
他
の
も
の
１
本
に
つ
き
１

月
１
９
０
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改
正
後

改
正
前

幕
（
令
第
７
条

第
４
号
に
掲
げ

る
工
事
用
施
設

で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）

祭
礼
、
縁
日
そ

の
他
の
催
し
に

際
し
、
一
時
的

に
設
け
る
も
の

そ
の
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
日

１
８

そ
の
他
の
も
の
そ
の
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月

１
８
０

ア
ー
チ

車
道
を
横
断
す

る
も
の

１
基
に
つ
き
１

月
１
，
８
０
０

そ
の
他
の
も
の

９
０
０

令
第
７
条
第
２
号
に
掲
げ
る
工
作
物

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

１
，
０
０
０

令
第
７
条
第
３
号
に
掲
げ
る
施
設

Ａ
に
０
．
０
３
１

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条
第
４
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施
設
及

び
同
条
第
５
号
に
掲
げ
る
工
事
用
材
料

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月

１
８
０

令
第
７
条
第
６
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及

び
同
条
第
７
号
に
掲
げ
る
施
設

１
０
０

令
第
７
条

第
８
号
に

掲
げ
る
施

設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
（
当
該
路
面
下
の
地
下

を
除
く
。
）
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

Ａ
に
０
．
０
１
２

を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
７

を
乗
じ
て
得
た
額

地
下
（
ト
ン
ネ

ル
の
上
の
地
下

を
除
く
。
）
に

設
け
る
も
の

階
数
が
１
の
も

の
Ａ
に
０
．
０
０
４

を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
２
の
も

の
Ａ
に
０
．
０
０
６

を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
３
以
上

の
も
の

Ａ
に
０
．
０
０
７

を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
２
５

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条

第
９
号
に
建
築
物

Ａ
に
０
．
０
１
５

を
乗
じ
て
得
た
額

幕
（
令
第
７
条

第
４
号
に
掲
げ

る
工
事
用
施
設

で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）

祭
礼
、
縁
日
そ

の
他
の
催
し
に

際
し
、
一
時
的

に
設
け
る
も
の

そ
の
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
日

１
９

そ
の
他
の
も
の
そ
の
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月

１
９
０

ア
ー
チ

車
道
を
横
断
す

る
も
の

１
基
に
つ
き
１

月
１
，
９
０
０

そ
の
他
の
も
の

９
３
０

令
第
７
条
第
２
号
に
掲
げ
る
工
作
物

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

９
１
０

令
第
７
条
第
３
号
に
掲
げ
る
施
設

Ａ
に
０
．
０
３
３

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条
第
４
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施
設
及

び
同
条
第
５
号
に
掲
げ
る
工
事
用
材
料

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月

１
９
０

令
第
７
条
第
６
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及

び
同
条
第
７
号
に
掲
げ
る
施
設

９
１

令
第
７
条

第
８
号
に

掲
げ
る
施

設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
（
当
該
路
面
下
の
地
下

を
除
く
。
）
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年

Ａ
に
０
．
０
１
６

を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
２
３

を
乗
じ
て
得
た
額

地
下
（
ト
ン
ネ

ル
の
上
の
地
下

を
除
く
。
）
に

設
け
る
も
の

階
数
が
１
の
も

の
Ａ
に
０
．
０
０
５

を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
２
の
も

の
Ａ
に
０
．
０
０
８

を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
３
以
上

の
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
を

乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
３
３

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条

第
９
号
に
建
築
物

Ａ
に
０
．
０
１
６

を
乗
じ
て
得
た
額
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改
正
後

改
正
前

備
考
略

備
考
略

掲
げ
る
施

設
そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
１

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条

第
１
０
号

に
掲
げ
る

施
設
及
び

自
動
車
駐

車
場

建
築
物

Ａ
に
０
．
０
２
２

を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
１

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条

第
１
１
号

に
掲
げ
る

応
急
仮
設

建
築
物
あ

い

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
５

を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
２
２

を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
３
１

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条
第
１
２
号
に
掲
げ
る
器
具

Ａ
に
０
．
０
２
５

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条

第
１
３
号

に
掲
げ
る

施
設
あ
い

お
う

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
速
自
動
車

国
道
若
し
く
は
自
動
車
専
用
道
路

（
高
架
の
も
の
に
限
る
。
）
の
路

面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
５

を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
２
２

を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
３
１

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条
第
１
４
号
に
掲
げ
る
施
設

Ａ
に
０
．
０
３
１

を
乗
じ
て
得
た
額

掲
げ
る
施

設
そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
２

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条

第
１
０
号

に
掲
げ
る

施
設
及
び

自
動
車
駐

車
場

建
築
物

Ａ
に
０
．
０
２
３

を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
２

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条

第
１
１
号

に
掲
げ
る

応
急
仮
設

建
築
物
あ

い

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
６

を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
２
３

を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
３
３

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条
第
１
２
号
に
掲
げ
る
器
具

Ａ
に
０
．
０
３
３

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
７
条

第
１
３
号

に
掲
げ
る

施
設
あ
い

お
う

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
速
自
動
車

国
道
若
し
く
は
自
動
車
専
用
道
路

（
高
架
の
も
の
に
限
る
。
）
の
路

面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
１
６

を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
０
．
０
２
３

を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
０
．
０
３
３

を
乗
じ
て
得
た
額
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大
村
市
営
住
宅
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
入
居
者
の
資
格
）

第
６
条

市
営
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
（
被
災
市

街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法
律
第
１
４
号
）
第
２
１
条
又
は
福
島

復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
２
４
年
法
律
第
２
５
号
）
第
４
０
条
の
規
定

に
よ
り
法
第
２
３
条
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
者

に
あ
っ
て
は
第
３
号
及
び
第
６
号
）
の
条
件
を
具
備
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(
1)
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
（
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介

護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
者
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ア
～
キ

略

ク
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
１
３
年
法
律
第
３
１
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
配
偶
者
暴

力
防
止
等
法
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
被
害
者
又
は

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
２
８
条
の
２
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手

か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者
で
、
次
の
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

(
ｱ
)
略

(
ｲ
)
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
１
０
条
第
１
項
又
は
第
１
０
条
の
２

（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
２
８
条
の
２
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し
た
命
令

の
申
立
て
を
行
っ
た
者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら

（
入
居
者
の
資
格
）

第
６
条

市
営
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
（
被
災
市

街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法
律
第
１
４
号
）
第
２
１
条
又
は
福
島

復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
２
４
年
法
律
第
２
５
号
）
第
４
０
条
の
規
定

に
よ
り
法
第
２
３
条
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
者

に
あ
っ
て
は
第
３
号
及
び
第
６
号
）
の
条
件
を
具
備
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(
1)
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
（
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介

護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
者
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ア
～
キ

略

ク
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
１
３
年
法
律
第
３
１
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
配
偶
者
暴

力
防
止
等
法
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
被
害
者
又
は

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
２
８
条
の
２
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手

か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者
で
、
次
の
(
ｱ
)
又
は
(
ｲ
)
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

(
ｱ
)
略

(
ｲ
)
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
１
０
条
第
１
項
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等

法
第
２
８
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
裁
判
所
が
し
た
命
令
の
申
立
て
を
行
っ
た
者
で
当
該
命
令
が
そ

の
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
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改
正
後

改
正
前

起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

(2
)～
(
6)
略

２
～
４

略

(2
)～
(
6)
略

２
～
４

略

（ 38 ）



■中学校

番号 学校名 工事名 契約金額（円） 工事期間

屋内運動場改築建築工事 788,678,000
令和５年１０月３日～
令和７年２月３日

武道場大規模改造工事（屋
内） ほか３件

86,675,600
令和５年６月２８日～
令和６年２月２７日 ほか

3 玖　島

4 大　村

5 萱　瀬

6 桜が原

■小学校

番号 学校名 工事名 契約金額（円） 工事期間

校舎改築建築工事 1,452,000,000

校舎改築設備工事 223,531,000

校舎改築電気工事 166,746,800

長寿命化改良設備工事 212,575,000

長寿命化改良電気工事 200,076,800

南校舎棟長寿命化改良建築
工事

502,700,000
令和５年１０月３日～
令和６年１１月２９日

１棟長寿命化改良建築工事 443,135,000
令和５年１２月２６日～
令和６年１２月１３日

大村市学校施設長寿命化計画に基づく工事一覧

令和１１年以降　校舎（改築）
令和１５年以降　武道場（長寿命化改修）

令和 ７ 年以降　屋内運動場（改築）
令和１５年以降　校舎（改築及び大規模改造）

令和 ６ 年以降　校舎（大規模改造）
令和 ９ 年以降　屋内運動場（改築）
令和１４年以降　武道場（大規模改造）

令和１２年以降　校舎、屋内運動場（長寿命化改修）
令和１５年以降　校舎の一部（長寿命化改修及び大規模改造）
　　　　　　　　武道場（大規模改造）

令和１３年以降　屋内運動場（改築）

令和１３年以降　校舎（長寿命化改修）
令和１４年以降　屋内運動場（長寿命化改修）
令和１５年以降　校舎の一部（長寿命化改修及び大規模改造）
　　　　　　　　武道場（大規模改造）

令和１５年以降予定　屋内運動場（改築）

令和１５年以降予定　校舎の一部（長寿命化改修）

1 西大村

2 郡

1 福　重

令和５年１０月３日～
令和６年１２月１０日

2 放虎原

令和５年１０月３日～
令和６年１２月１３日

第１１９号議案関係資料
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大規模改造工事（屋内）　
ほか４件

308,876,700
令和５年６月１日～
令和６年３月１日　ほか

4 旭が丘

5 三　城

6 東大村

7 富の原

8 中　央

9 大　村

10 黒　木

11 萱　瀬

12 西大村

13 竹　松

14 松　原

15 三　浦

令和１５年以降予定　校舎の一部（長寿命化改修）

令和 ７ 年以降予定　校舎、屋内運動場（長寿命化改修）

令和 ７ 年以降予定　校舎（改築）
令和１５年以降予定　屋内運動場（改築）

令和 ９ 年以降予定　校舎（長寿命化改修）
令和１０年以降予定　屋内運動場（長寿命化改修）

令和 ９ 年以降予定　校舎、屋内運動場（長寿命化改修）
令和１１年以降予定　校舎の一部（大規模改造）
令和１４年以降予定　校舎の一部（長寿命化改修）

令和 ９ 年以降予定　校舎（改築）
令和１５年以降予定　屋内運動場（改築）

令和１１年以降予定　屋内運動場（改築）
令和１５年以降予定　校舎（改築及び大規模改造）

令和１１年以降予定　屋内運動場（長寿命化改修）
令和１５年以降予定　校舎（長寿命化改修）

令和１３年以降予定　校舎（改築）
令和１５年以降予定　屋内運動場（改築）

令和１５年以降予定　校舎、屋内運動場（改築）

令和１５年以降予定　校舎（改築及び大規模改造）
　　　　　　　　　　屋内運動場（改築）

令和１５年以降予定　校舎、屋内運動場（改築）

令和１５年以降予定　校舎、屋内運動場（改築）

3 鈴　田
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No. 摘　　要

1 402,850,000 1 落札

入札結果

工　事　名 大村市立放虎原小学校１棟長寿命化改良建築工事

開札日時 令和５年９月２９日（金）　午後１時３０分

工事場所 大村市古賀島町１３３番地２５

設計額（税込み）  457,743,000円

予定価格(税込み)  457,743,000円

予定価格(税抜き)  416,130,000円

最低制限価格（税抜き）  385,757,000円 

決定金額(税抜き)  402,850,000円 

業者名 第１回金額(円) 第２回金額(円)

髙瀬・富永特定建設工事共
同企業体

上記決定金額に１００分の１０に相当する額を加算した金額が契約の申込みに係る
金額である。

第１１９号議案関係資料
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No. 摘　　要

1 163,300,000 1 落札

入札結果

工　事　名 よし川防潮堰躯体工事

開札日時 令和５年９月２９日（金）　午後１時４０分

工事場所 大村市草場町他

設計額（税込み） 179,733,400円

予定価格(税込み) 179,733,400円

予定価格(税抜き) 163,394,000円

最低制限価格（税抜き） 150,543,000円

決定金額(税抜き) 163,300,000円

業者名 第１回金額(円) 第２回金額(円)

冨士興産・柿山産業特定建
設工事共同企業体

上記決定金額に１００分の１０に相当する額を加算した金額が契約の申込みに係る
金額である。

第１２０号議案関係資料
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